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「職業・家庭科」から「技術。家庭科（女子向き）」へと

継承された諸問題

中 屋

　　

紀

　　

子

はじめに

　

日本経済の戦後史的転換期にあたり， 国家独占資本は， 教育の反動化政策をとらせる一方， その

政策的意図を浸透させる手段として，公教育を自らのマン・パワー政策に組み込む努力に適進した，
それを受け， 教育内容の大中な再編成を余儀なくされた一例が，「職業・家庭科」 から，「技術・家
庭科」への教科名称及び教育内容の変更であった， この変更の文部省の理論的根拠の一つは， 憲法

でいう 「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」を歪曲した， 国民のもっている能力に応じて教

育するというものであった． 性別， 階級などの相違に応じて異なった 「教育要求」 をもつことを理

由にし，それに合致させた教育体系を形成させることであった．義務教育の段階から，性別や階級，

階層の相違による異った進路を前提とし， それに応じて異った教育体系をつくり上げようとするこ

とは，戦後教育（民主教育）の原則ときびしく対立する教育思想であった，性別の相違によって異っ
た教育内容としたのは， 他でもない「技術・家庭科」 であった，

　

第二は， 戦後， 急速に発展した科学技術の国際的水準に合致させようとする科学技術振興政策の

要請に応えて職業教育の再編成がなされたことである，

　

教育内容にわたって国家権力による再編成をせまられたのは， ひとり「職業・家庭科」 のみでは

なく， 戦後教科であった社会科をはじめとして， すべての教科にわたったことは， 既に周知の事実

である，しかし「職業・家庭科」が「技術・家庭科」と変更するに到った経過は，教育の「反動化」

の理論に直接かかわる内容を保持していたため， とりわけドラスチックな「変更」 となった． しか

も，「職業・家庭科」は単一教科としての体裁はもちながら， 多教科性ともいうべき内実があり， そ

の矛盾の「解決策」 として「技術・家庭科」 が新に登場したものであった．

　

この小論では，「職業・家庭科」から「技術・家庭科」への移行に際して露呈した家庭領域と職業

領域の関連部分にスポットをあて， 家庭領域の側からそれを見きわめ「技術・家庭科」 移行の問題

点を明らかにしようとするものである． 科学技術政策とかかわって教科の再編がなされる限り， 家

庭領域からの分析だけではきわめて不十分である． 最も織烈に再編を要求された職業領域との関連

内容を明らかにすることによって， より深く 「技術・家庭科」 への移行の問題点が明白になると考

えたからである． これらの考察の上に立って， 家庭科の自主編成に対する基本的な理論構成へとり

組む一ステップとしたいと考える，
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第
１
表
の
「
家
庭
科
教
育
一
誌
ア
ン
ケ
ー
ト
に
み
る
中
学
職
業
・
家
庭
科
（
女
子
コ
ー
ス
）
の
振
興
策

　

’
５
３
年
２
月
号
～
９
月
号
掲
載

Ｎ
（ １
）中
学
の
職
業
・
家
庭
科
は
融
合
の
方
が
よ

　

い
と
お
考
え
で
す
か
、
分
離
す
べ
き
だ
と

お
考
え
で
す
か
。

（２
）進
学
希
望
者
の
多
い
中
学
校
で
は
職
家
科

　

は
軽
視
さ
れ
が
ち
で
す
が
ど
の
よ
う
な
策

を
綴
じ
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

（３
） 女
子
コ
ー
ス
の
教
材
は
旧
制
に
比
し
か
な

　

り
減
少
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
程
度
で

　

よ
い
と
お
考
え
で
す
か
。

｛４
）職
・
家
料
は
現
在
の
必
修
毎
週
３
～
４
時

　

で
適
当
と
お
考
え
で
で
す
か

（５
）職
家
科
（
女
子
コ
ー
ス
）
振
興
の
た
め
そ
の

他
の
御
意
見

全 国 家
庭
科
協

会

遠
藤

　

テ
イ
絶
対
分
離
す
べ
し
と
考
え
ま
す

教
科
の
教
育
的
価
値
を
確
信
し
、
熱
意
を
以

っ
て
指
導
し
う
る
教
育
者
を
育
て
る
こ
と

地
区
的
に
研
究
し
、
地
域
に
よ
っ
て
は
今
少

し
増
加
す
る
こ
と

１
年
は
３
～
４
時
で
も
よ
い
が
２
‐
３
年
は

４
～
５
時
必
要

家
庭
科
の
先
生
は
自
身
の
生
活
に
お
い
て
常

指々
導
す
べ
き
事
柄
を
実
際
に
行
ず
る
こ
と

が
大
切

佃

　　

チ
カ
 
分
離
が
よ
い

学
校
に
よ
り
非
常
に
ま
ち
ま
ち
だ
が
、
或
程

度
ど
の
学
校
で
も
学
習
さ
せ
る
。
そ
う
し
な

い
と
高
校
で
は
と
り
扱
い
に
困
る

旧
制
の
時
間
だ
け
は
と
て
も
困
難
で
あ
り
、

そ
の
必
要
も
な
い
。
減
少
Ｌ
て
も
よ
い
も
の

も
あ
る
が
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
も
あ

る
。

家
庭
科
を
独
立
さ
せ
て
２
～
３
倍
位
ほ
し
い
家
庭
科
の
必 －
要
性
を
説
い
て
内
容
を
充
実
さ

せ
る
こ
と

中

　
 
　
 
　
 
　

学

　
 
　
 
　
 
　

校

　
 
　
 
　
 
　

の

　
 
　
 
　
 
　

家

　
 
　
 
　
 
　

庭

　
 
　
 
　
 
　

科

　
 
　
 
　
 
　

教

　
 
　
 
　
 
　

師

染熱
谷

　

イ
ク

（
大
分
県

　

確
谷
中
）

分
離
が
よ
い

職
・
家
の
中
学
校
に
お
け
る
位
置
を
先
生
方

に
も
説
明
し
指
導
の
際
は
常
に
他
教
科
の
実

践
の
場
で
あ
る
こ
と
を
熟
知
さ
せ
毎
時
自
己

評
価
を
行
わ
せ
ア
チ
ー
ブ
に
も
必
ず
組
み
入

れ
る

分
離
の
場
合
は
不
足
と
思
う
が
、
現
在
の
女

子
コ
ー
ス
な
ら
こ
の
程
度
で
充
分

適
当
と
思
う

月
１
回
校
内
展
覧
会
を
催
し
、
必
ず
１
点
出

品
さ
せ
る
と
創
作
欲
が
み
え
る
。
母
の
会
と
も

連
繋
す
る
こ
と

山
崎
美
代
子

（
鳥
取
八
頭
一
中
）

分
離
が
よ
い

入
試
全
廃
。
入
試
や
む
を
得
ね
ば
、
職
・
家

の
技
術
面
の
試
験
を
や
る

い
け
な
い
。
い
い
家
庭
婦
人
は
決
っ
し
て
得

ら
れ
ぬ
お
そ
れ
あ
ｒ ）
。

少
い
。
但
し
他
教
科
と
の
時
間
数
を
考
え
る

と
や
む
を
得
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
。
分
離
し
て
３
～

４
時
は
是
非
必Ｊ
要

実
技
競
技
会
な
ど
学
校
、
郡
、
県
な
ど
で
実

施
す
る
こ
と
は
ど
う
か

星

　

は
ま
こ

（
栃
木
県

　

壬
生
中
）

分
離
す
べ
き
だ
と
存
じ
ま
す

高
校
入
試
に
実
技
の
試
験
を
入
れ
る
と
一
心

に
な
る
と
思
い
ま
す

一
週
に
３
時
（
女
子
ゴ
ー
ス
は
２
時
）
で
は
ど

う
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

せ
め
て
５
時
間
位
ほ
し
い
。

教
材
を
少
く
し
て
も
う
少
し
深
く
や
っ
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

実
技
コ
ン
ク
ー
ル
研
究
発
表
会

森

　　

英
子

（
福
岡
高
部
中
分
離
が
よ
い

１ ．
専
門
の
優
秀
な
教
員
の
養
成
。
２ ．
施
設
設

備
の
充
実
。
３ ．
職
業
指
導
の
重
視

基
礎
的
な
も
の
の
修
得
を
完
全
に
す
れ
ば
よ
４
時
間
で
よ
い
（
選
択
の
時
間
が
必
霧き
）
 

設
備
の
完
備
を
切
に
望
む

政
岡
タ
キ
ノ

（
東
京
足
立
四
中
）

分
離
が
よ
い
。
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
表
は
ど
こ
で

も
で
き
て
い
る
が
、
事
実
は
別々
に
や
っ
て

い
る
。
こ
の
事
実
を
も
っ
と
衝
い
て
最
も
や

り
よ
い
方
向
に
進
む
べ
き
だ
と
思
う

わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
必
要
な
職
業
や
家
庭
生

活
の
理
解
、
知
識
、
技
術
の
大
切
な
こ
と
を

生
徒
に
も
っ
と
理
解
さ
せ
る
。
そ
れ
に
は
教

師
の
熱
意
を
要
す
る
。

も
っ
と
希
望
す
る
が
、
時
間
か
た
１ ’
な
く
て

実
際
に
は
で
き
な
い
。

家
庭
科
は
週
２
時
間
き
り
し
か
な
い
と
こ
ろ

も
多
い
。
４
時
間
も
ら
え
る
と
こ
ろ
は
少
い
。

実
技
の
習
得
に
は
こ
の
時
間
で
は
足
り
な
い

家
庭
科
の
振
興
し
な
い
の
は
、
そ
の
原
困
の

一
つ
に
教
師
も
あ
る
と
思
う
。
も
っ
と
熱
意

を
も
つ
こ
と

藤
井
ま
さ
子

（
千
葉

　

茂
原
中
）

融
合
が
よ
い

外
国
語
と
同
列
の
選
択
に
な
っ
て
い
る
の
で

進
学
生
は
必
然
的
に
外
国
語
を
と
る
の
だ
か

ら
外
国
語
を
必
修
に
す
れ
ば
よ
い
。

こ
の
程
度
で
よ
い
。

設
備
の
問
題
に
か
か
る
と
思
う
 

設
備
を
よ
く
し
て
地
域
社
会
の
モ
デ
ル
と
す

る
家
庭
と
の
連
絡
を
密
に
し

　

指
導
内
容
を

家
庭
に
知
ら
す

駒
井

　

と
よ

（
埼
玉
川
口
西
中
）

融
合
が
よ
い

際
繋
繋
ぎ霊
竪
雛
騨
理 髪
雪
を
認

識
さ
せ
る
努
力
を
す
る
。
担
任
教
師
の
熱
と

信
念
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
す
べ
て
の
教

科
と
連
絡
づ
け
る
。
学
校
全
体
を
生
き
た
教

育
と
し
、
生
徒
の
生
活
態
度
を
向
上
さ
せ
る

一
般
的
に
は
こ
の
程
度
で
よ
い
。
特
に
希
望

す
る
も
の
は
、
家
庭
ク
ラ
ブ
活
動
に
よ
っ
て

個
性
に
応
じ
て
発
展
的
学
習
を
す
る

必
修
毎
週
４
時
間
は
確
保
し
た
い

Ｈ
Ｐ
の
指
導
に
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
職
・

家
教
科
は
家
庭
に
も
地
域
社
会
に
も
浸
透
し
、

そ
の
振
興
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る

青
山

　　

蒸
（
岡
崎
市

　

竜
海
中
）

融
合
が
よ
い

校
長
、
職
員
、
母
親
、
家
庭
の
人
の
認
識
を

深
め
る
。
生
徒
が
魅
力
を
も
つ
教
科
と
す
る

よ
う
に
努
力
す
る

実
生
活
に
役
立
つ
仕
事
を
中
心
と
す
る
知
識
、

技
能
、
態
度
よ
り
見
れ
ば
必
ず
し
も
減
少
し

て
い
な
い
。

施
設
設
備
を
早
急
に
完
備
し
て
ほ
し
い
。
女

子
職
員
の
引
込
思
案
と
不
勉
強
の
た
め
職
業

に
ひ
き
ま
わ
さ
れ
る
感
が
あ
る
。
奮
起
が
必
駆 要

藤
田

　

恭
子

（
岐
阜
市

　

加
納
中
）

分
離
が
よ
い
。
但
し
男
女
共

　

職
業
及
び
家

庭
を
必
修
と
す
る

１ ．
父
兄
及
び
生
徒
を
啓
蒙
し
て
必
要
性
を
徹

底
さ
せ
る
。
２ ．
施
設
設
備
を
充
実
し
、
生
徒

が
楽
し
ん
で
興
味
を
以
っ
て
仕
事
し
学
習
で

き
る
よ
う
な
環
境
を
つ
く
る

も
う
少
し
多
く
し
た
い
と
思
わ
れ
る
向
き
が

多
い
の
で
は
な
い
か
。
本
校
で
は
非
常
に
わ

ず
か
し
か
取
り
扱
っ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
で

も
時
間
は
足
ｒ ｝
な
い
位
で
あ
る
。

　

少
い

大
学
に
お
い
て
優
秀
な
職
家
教
員
が
養
成
で

き
る
よ
う
な
方
針
を
と
っ
て
ほ
し
い

大
賀

　

サ
キ

（
宮
崎

　

上
野
中
）

分
離
が
よ
い
。
融
合
は
理
論
上
も
っ
と
も
で

あ
る
が
、
実
際
あ
ら
わ
れ
た
も
の
は
影
が
薄

い
。
分
離
す
れ
ば
、
こ
の
点
は
ハ
ッ
キ
リ
す

る
と
思
う
。

い
な
か
で
は
指
導
者
が
定
数
に
達
し
な
い
た

め
校
内
で
も
必
要
な
こ
と
ば
提
唱
さ
れ
な
が

ら
い
つ
の
間
に
か
片
す
み
に
追
い
込
ま
れ

る
感
が
あ
１ ）
、
生
徒
も
余
り
重
要
さ
を
感
じ

こ
の
程
度
で
も
よ
い
が
教
科
書
が
次々
と
変

わ
る
こ
と
は
賛
成
で
き
な
い
。
今
少
し

　

小
中
、
高
一
貫
し
た
も
の
が
望
ま
し
い
。

農
村
に
お
い
て
高
校
に
進
学
し
な
い
生
徒
の

こ
と
を
考
え
る
と
今
少
し
時
間
数
を
増
し
基

礎
的
な
も
の
だ
け
で
も
自
分
で
で
き
る
よ
う

に
し
た
い

実
力
あ
る
指
導
者
の
養
成
。
一
般
職
員
の
認

識
を
高
め
る

田
中

　

花
子

（
東
京
都

　

奥
沢
中
）

分
離
が
よ
い
。
但
し
男
女
と
も
に
課
す
こ
と

を
必
畷Ｆ
と
す
る
。
技
術
だ
け
で
な
く
、
技
術

を
通
し
て
産
業
と
の
関
係
を
理
解
し
家
庭
生

活
の
改
善
を
は
か
る
。
仕
事
の
面
で
は
男
女

の
比
重
を
も
た
せ
る

ア
チ
ー
ブ
が
通
れ
ば
よ
い
と
い
う
考
え
方
を

捨
て
る
べ
き
で
あ
る
。
薄
く
広
く
仕
事
を
し

た
の
で
は
理
解
も
興
味
も
起
こ
ら
な
い
。
理

論
の
み
で
も
同
様
、
基
礎
的
な
仕
事
を
シ
ッ

カ
リ
学
び
自
信
を
も
た
せ
喜
び
を
味
わ
せ
る

４
時
間
は
必
愛…
と
思
う

女
子
に
も
職
業
的
な
面
を
大
い
に
理
解
さ
せ

産
業
面
に
進
出
し
て
ゆ
か
し
た
い
。
そ
の
過

程
と
し
て
現
在
の
生
活
を
ど
う
処
理
す
る
か

能
率
を
あ
げ
る
こ
と
を
学
ば
せ
た
い



第
１
表
｛ ２
）

　

家
庭
科
教
育
」
誌
ア
ン
ケ
ー
ト
に
み
る
中
学
校
職
業
・
家
庭
科
（
女
子
コ
ー
ス
）
の
振
興
策

地
 
競

　

γ；
７

　

ｉ項
芦

（ １
｝

（２
）

（３
）

｛４
）

（５
）

中 学 岳 ≦ 校 枝 長

（
東
京
都

愛
宕
中
長
）

コ
”
－ノ
ｉ”
」’
▲ ・
嬰
」 ：
／
－
柘
ぞ
二
鎖
の
線
を

落
ち
付
か
せ
る
意
味
で
融
合
が
よ
い
と
思
い

ま
す

正
し
い
意
味
に
お
け
る
産
振
法
の
精
神
の
徹

底
を
は
か
る
こ
と
が
大
切
で
す
が
そ
の
た
め

に
は
中
学
校
に
対
す
る
国
庫
補
助
を
大
幅
に

増
額
す
る

女
子
コ
ー
ス
の
教
材
は
も
う
少
し
充
実
す
る

必
畷さ
が
あ
り
ま
し
ょ
う

必
修
４
時
間
を
下
ら
な
い
こ
と
 

産
振
法
に
よ
る
設
備
の
充
実

秋
山
松
太
郎

（
荒
川

　

八
中
長
）

現
在
の
ま
ま
の
方
が
よ
い
と
思
う

都
中
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
き
く
が
、
生

活
の
基
礎
と
な
る
こ
と
事
項
や
仕
事
は
ゼ
ヒ

学
習
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
中
学

校‐
義
務
教
育
の
終
り
で
社
会
に
出
て
働
け
る

人
間
に
し
て
や
る
と
い
う
認
識
を
も
つ
こ
と
。

学
力
検
査
で
他
の
科
目
と
同
様
の
ウ
エ
イ
ト

を
置
く
こ
と

決
し
て
こ
れ
で
よ
い
と
は
考
え
な
い
。
中
学

校
を
卒
業
し
た
女
子
が
自
分
の
あ
わ
せ
も
縫

え
な
い
と
い
う
こ
と
は
気
の
毒
だ
と
思
う

し
か
し
教
科
編
成
上
や
む
を
得
な
い
か
ら
教

科
外
活
動
で
指
導
す
る
ほ
か
な
い

少
く
と
も
５
～
６
時
間
ほ
し
い
。
そ
し
て
上

級
で
し
ぼ
る
よ
う
に
す
れ
ば
相
当
の
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
中
学
は
普
通
教
育
の
建
前

な
の
で
や
む
を
得
な
い

女
子
コ
ー
ス
の
先
生
が
一
類
、
二
類
、
三
類

の
仕
事
に
つ
い
て
も
一
応
は
わ
か
っ
て
ほ
し

い
。
調
理
や
裁
縫
さ
え
で
き
れ
ば
よ
い
と
い

う
考
え
で
は
振
興
は
の
ぞ
め
な
い

金
田

　

公
平

（
群
潟

東
横
野
中
長

分
離 止
が
よ

教
師
の
小
挙
複
教
育
ｖ ノ
中
質
ん
対
す
る
自
覚

を
促
す
よ
う
な
現
職
教
育
の
企
画
が
必
朝さ
。

そ
れ
と
と
も
に
職
家
教
育
の
内
容
を
検
討
し

て
地
に
つ
い
た
も
の
に
す
る

も
っ
と
充
実
さ
せ
る
必
要
あ
り

５
時
間
は
ほ
し
い

家
庭
科
・
職
業
科
を
各
女
子
向
コ
ー
ス
の
課

程
を
欄
成
す
る
。
現
在
で
は
物
的
環
境
の
充

実
が
急
速
に
望
ま
れ
る
。

小
柴

　

貴
（
栃
木
県

松
原
高
校
）

刀
鍵 比
んご
よ
し

高
校
の
文
教
科
目
の
な
か
に
加
え
て
は
ど
う

か
。
専
門
教
師
を
養
成
し
て
立
派
な
授
業
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る

よ
ろ
し
い

よ
ろ
し
い

施
設
の
充
実
に
努
力
し
て
は
如
何

大

　
 
　
 
　
 
　
 
　
 
　
 
　
 
　

学

　
 
　
 
　
 
　
 
　
 
　
 
　
 
　

教

　
 
　
 
　
 
　
 
　
 
　
 
　
 
　

師

（
東
京

　

教
育
大
）
で
し
ょ
う

倣
中
肉
に
は
高
校
を
無
試
験
全
員
入
学
制
に

す
る
よ
り
ほ
か
に
道
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
そ

れ
に
向
っ
て
努
力
す
べ
き
だ
と
考
え
ま
す

中
′ ≠
卒
業
後
の
教
育
体
制
と
の
関
連
でｈ
考
え

る
べ
き
こ
と
で
す
が
、
÷
般
に
選
択
す
る
教

科
の
幅
を
広
げ
る
こ
と
に
は
賛
成
。
そ
の
意

味
で
職
・
家
も
選
択
と
し
て
は
も
っ
と
時
間

数
も
教
材
も
多
く
し
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

必
修
は
現
状
で
よ
し

安
藤

　

寛
雄

（
東
京

　

教
育
大
）

分
離
が
よ

・峨
氷
↑キ
と
が
叱
【
主
分
離
し
て
そ
れ
ぞ
れ
魅

力
あ
る
も
の
に
す
る
こ
と
。
要
は
教
師
の
能

力
向
上
が
先
決
問
題

ネ
庭
升
は
女
子
に
と
っ
て
は
普
通
教
科
で
あ

る
か
ら

　

も
っ
と
家
庭
に
お
け
る
女
子
の
任

務
を
考
え
て
、
男
子
と
は
異
な
る
教
材
を
多

く
す
る
こ
と

必
修
の
時
間
は
３
～
４
時
間
で
適
当

職
業
科
と
家
庭
科
の
分
離
が
振
興
の
絶
対
条

件

｛
日
本

　

女
子
大
）
ら
そ
れ
を
加
味
し
て
）

い
う
の
で
は
な
く
て
家
庭
科
教
師
自
身
の
も

つ
本
質
的
問
題
解
決
が
何
よ
り
の
対
策
。
現

段
階
と
し
て
は
必
ず
軽
視
さ
れ
勝
ち
だ
と
い

う
事
態
が
大
き
い
の
で
は
な
く
そ
こ
に
到
っ

た
と
す
れ
ば
そ
の
原
因
の
検
討
を
考
え
る
必

要
を
感
じ
る

旧
制
時
代
の
教
材
と
の
比
較
は
ど
の
よ
う
に

し
て
さ
れ
た
の
か
問
の
本
旨
に
対
し
て
疑
義

を
も
ち
ま
す

足
り
な
い
と
思
う
（
職
業
．
家
庭
科
な
ら
ば
）
簡
単
に
は
の
べ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
担
当
者

と
し
て
は
、
個
人
的
に
奮
闘
す
る
つ
も
り
で

す
。

（
北
海
道

　　

大
学
）

泣
Ａ
．
′ よ
い
。
生
産
と
消
費
と
の
合
理
的
な

調
和
の
必
要
を
理
解
さ
せ
る
た
め
に

職
業
・
永
」
”
：
中
核
と
し
て
‐
そ
れ
に
社

会
科
特
に
数
字
と
理
科
を
統
合
さ
せ
る
よ
う

な
力
１ ｊ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
に

高
等
学
校
の
入
学
試
験
に
こ
れ
に
関
す
る
問

題
を
必
ず
出
す
よ
う
に
す
る
こ
と

統
合
的
な
教
科
と
す
れ
ば
も
っ
と
内
容
を
豊

富
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

少
な
い
。
特
に
実
験
お
よ
び
実
習
の
時
間
を

多
く
す
る
こ
と

職
業
‐
家
庭
科
は
特
に
男
子
協
力
に
よ
る
学

習
を
必
霧…
と
す
る

徳
山

　

敬
子

（
共
立

　

女
子
大
）

一
口
に
い
え
な
い
。
根
本
的
と
な
る
問
題
の
源
は
一
つ
だ
と
思
う
。
進
学
し
な
い
子
供
達
は

中
学
時
代
に
家
庭
科
の
勉
強
を
し
な
け
れ
ば
一
生
通
じ
て
こ
の
面
を
勉
強
す
る
機
会
は
な
い
。

だ
か
ら
父
兄
も
学
校
も
教
師
も
虚
栄
や
ゴ
マ
カ
シ
は
や
め
て
、
真
に
子
供
達
の
将
来
を
幸
に

す
る
気
持
に
な
っ
て
‐
進
学
す
る
人
と
し
な
い
人
を
区
別
し
て
進
学
し
な
い
人
に
は
家
庭
科

教
育
を
投
げ
る
こ
と
に
熱
心
に
な
っ
て
ほ
し
い

ま
だ
よ
く
研
究
し
て
い
な
い

１
．
２
年
で
は
し
か
た
な
い
が
、
３
年
で
は

せ
め
て
少
し
多
く
し
て
ほ
し
い

二
行
三
行
で
は
答
え
ら
れ
な
い

清
水

　

歌
（
奈
良

　

女
子
大
）

分
離
‘ぅ
′
よ
い
、
融
合
は
案
と
し
て
は
よ
い
が

実
施
上
の
困
難
が
あ
る
。
但
し
そ
の
方
法
は

相
当
熟
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う

１ ‐
校
長
は
じ
め
職
員
全
体
に
よ
く
こ
の
教

科
の
重
要
性
を
認
敵
さ
せ
る

　

２ ．
生
徒
に
も

よ
く
認
識
さ
せ
る

　

３ ‐
城
家
科
教
師
の
実
力

を
つ
け
る
４ ‐
高
校
入
試
の
科
目
に
加
え
る

減
少
し
た
と
思
わ
な
い
。
例
え
ば
、
被
服
の

製
作
で
は
数
は
少
な
く
な
っ
た
が
広
範
囲
に

亘
っ
て
浅
く
な
っ
た

現
在
で
は
や
む
を
得
な
い
だ
ろ
う

簡
単
に
は
答
え
ら
れ
な
い

竹 （
始を ．
＃
大ゑ
）〒
－
分
離
が
よ
い

選
択
コ
ー
ス
で
充
実
す
る
こ
と

分
離
し
て
３
～
４
時

設
備
の
充
実
教
員
の
再
教
育

高
尾
こ
い
し

（
神
戸
大
）

分
離
が
よ
い

必
修
と
し
‐ （
筒
枚
入
試
の
際
に
も
問
題
を
考

慮
（
実
習
し
な
い
場
合
に
は
解
答
し
に
く
い

も
の
を
選
ぶ
）
家
庭
科
の
指
導
内
容
の
充
実

を
は
か
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い

生
徒
の
日
常
生
活
を
主
と
し
て
考
え
る
べ
き

で
、
旧
制
時
代
に
は
特
に
こ
だ
わ
る
必
堺 ヌ
は

あ
り
ま
せ
ん

適
当
と
思
い
ま
す

学
校
全
体
と
し
て
、
ま
た
地
域
社
会
の
理
解

と
協
力
を
必
要
と
思
い
ま
す

「 運
搬
・

洲
廓
違

」
夢

『 「 講
談
・

狩 岡
孝

（ 片爵
俳

ヒ 代
豪

勢 仙 さ
対
講
端
圏

　　　　　

楽
大
学
教
師
と
し
て
紹
介
し
な
か
っ
た
の
は
一

　

７
月
号
以
降
に
の
っ
た
、
小
野
テ
ル
（
福
岡
教
育
大
）
牛
込
ち
ゑ
（
昭
和
女
子
大
）
石
山
修
平
（
東
京
教
育
大
）
確
井
勝
次
（
湊
川
女
子
短
大
）
酒
井
の
ぶ
子
｛
山
梨
大
）
の
諸
氏
で
あ
る
。



中

　

屋

　

紀

　

子

「職業・家庭科」 時代における職業領域と家庭領域の関連性

　

家庭領域の憤りから，「職業・家庭科」をみると， まず第一の潮流に， 表むきは
「・」 で結ばれては

いるものの， 家庭科と職業科とは， 全然別個の教科としてみる
べきである， という考えがあった，

この思潮は， 職業領域は家庭領域の教育内容と連関する部分はなく， 家
庭領域はあくまで独自の教

育対象と教育方法をもつ領域であると考えていた．「技術教育」誌上で，清原道寿氏が家庭科の存立

継承に関して，きわめて痛烈に批判した潮流である
｛１｝
．政治的圧力をもって家庭科の存立をはかった

というのである， 家事・裁縫教育の継続を願い， 家
庭科の独立教科としての可能性をあくまでも追

求し， 可能性のある「母屋」（現実的には職業科） を借用しつ
づけている， という批判であった．

　

第１表は，「家庭科教育」誌のアンケートに答えられた
ものを一覧表にしたものである．（

’５３年２

月号から’５３年９月号）アンケートに答えた３８名の回答者のなかから， 全国家庭科協会， 現職の家

庭科教師（中学校），中学高校長，および大学教師の４
グループ２５名をとり出して紹介した．ス

ペー

スの関係上， 大学教師の一部は掲載できなかったが， 全体の
傾向をみるのに大きな影響はないと考

えられた．全国家庭科協会所属の家庭
科教師，そして，「職業・家庭科」を実際に担当している教師

たちの多くは， 家庭科と職業科の融合よりは分離をのぞんでおり， しか
も実技の時間をふやすこと

を希望している． いかに「実技」を重んじていたかは，
「職家科の振興」の間にこたえて， 学校内外

の実技コンクールを奨励した回答が多く， 入試（高校）の際にも実技をテストできるような
試験内

容を主張している， などからも充分に汲みとることができる， ここで
なされている「融合もしくは

分離」 という設問が， 職業もしくは家庭のそれぞれの領域の教育内容
をどれだけ必要としているか

否かについて直接答えるものではない， だが， 女子に職業教育を必要とする主張の場合には第
１表

の藤田恭子氏や田中花子氏の例のように 「分離－ただし書きで双方の分野の教育を必要」と答えて

いる， ただし書きのない
「分離論」 者の多くは， 職業教育の存在を殆んど評価せず， これに充当さ

れている時間を， 裁縫などの実習にあてることを望んでいることを
読みとることができる， とくに

この意見は， 大学教師以外の人々に多く支持されていることが
分かる．

　

第二の潮流は，戦後教育思想の代表的思想であった男女
平等を教育課程の中で実現しようとした，

男女ともに職業教育と家庭科教育が必要である， という考えである， 先のアンケートでは
「融合」

賛成と「分離したとしても双方を学ばせる必要がある」という意見がそれに該当する，公式的には，

この見解が，「職業・家庭科」を成立させてきた文部省の立場と
一致するものである，しかしながら

この潮流は， 男女ともに職業領域， 家庭領域を学ぶ必要があるという
前提に立ちながら， その必要

性をめぐっての現状認識には大きな幅があることに注意を払わねばならない，

　

「職業教育」で何をどう教えるか，という職業教育自体が抱えている問題とは別に，
「職業と家庭

の連繋」は，「女子にとっての職業」を学ぶ意義について， 家庭科の
側が一定の解答を持たねばなら

ぬ， という事態に直面させられた． その一つの回答が，
農業， 工業， 商業などと同様に， 主婦のし

ごとすなわち家庭内労働も一つの職業であると位置づけようとするものであった． 文部省の戦後初

期の家庭科教育担当官山本キク氏の所論にそれが典型的にみられる．
’４９年の文部省の公式見解がこ

の理論（２）に基づいていたといえる，山本氏の所論は，必
ずしも明確に，この論理のみを主張している

わけではなく， 時代の変化にともなって立論を変化させているので，
時期を限ってみなければなら

ない，「家庭科教育」
’４９年７月号では，「…独立のためにはどうしても， 女子が職業人として

起ち得

る実力をもつことがきわめて肝要である」とのべ，「民主社会では，男女平等が理想であって， それ

には女子の地位の向上が肝要であり， 女子の地位向上にはその経済的独立が前提となって，
女子に

１５６



「職業・家庭科」 から「技術・家庭科（女子向き）」へと継承された諸問題

職業的能力の必要なことを今，研究される必要があるだろう」（
３）などとのべている．ここで見られる

ように， 女子にとって， 職業人としての自立を強調している． このような思想は， 対日占領軍の職

業教育に対する考え方に影響されているといえる， アメリカにおける職業教育は， 当時， 家庭科す

なわちｈｏｍｅｍａｋｉｎｇｅｄｕｃａｔｉｏｎも職業教育概念の中に包含されていた．女子の場合，ｈｏｍｅｍａｋｉｎｇ

ｅｄｕｃａｔｉｏｎを受けるとそのままその能力が職業人としての労働能力になるという位置づけであっ
た， 日本の現実のなかで， この原則を定着させようと山本氏は努力したものであろう．

　

この山本氏の立論をひきつぐ理論として次のような主張があった，
’４９年以降，職業科と家庭科を

結びつけた原則である「実生活に役立つしごと」に関連した主張である． しごとという用語を用い

てはいるが「しごと」 の教育は労働の教育を指しており， 私的労働， 社会的労働を問わず， すべて

労働である，という位置づけである，海後宗臣氏はこの点を中心的にとり出し，「家の生活が延長し

て目から職業の生活になっている， 例えば， 子供服の裁縫に優秀な技能をもっている婦人は， その

技能をもって直ちにこれを職業に延して子供服の店舗を開いて生活することができるのである」（４）

とのべ，「職業・家庭科」ではなくて「生活技術科」にすべきであるという構想を早くから主張して

いたのである， 家庭内労働も社会的労働も労働ではあるが， 資本主義の発展にともない労働対象は

同じでも， 労働手段が異なり， それに応じて必要とされる労働能力も異なる， しかもその格差は拡

大するばかりである． それゆえ， 家庭内労働での労働能力を身につけていて， それがそのまま社会

的労働での労働力として通用する分野は， 単純不熟練労働や手工業的分野に限定される， この点を

考慮に入れて， 家庭内労働を原点にしながら， 一定の労働市場へむけての職能人を養成する教育課

程を「職業教育」 としたアメリカ型職業教育はそのまま日本には定着しなかった， 産業構造の相違

もあったが， 男女平等， 教育の機会均等を貫ぬくべく樹立された単線型教育体系と， さきの産業教

育体系とは一定部分矛盾をきたすからであった，
具体的に教育課程でとり組まれた職業領域の教育は， １）

　

労働教育の観点に従ったしごととし

て典型的なしごとにしごとが陶汰されず， ２）

　

技術と科学の関連が不明確であったため， ３）

技術教育が実習にとり組んだとしてもありきたりの仕事を伝統的な方法で教育されたりしたため，
しごとの数だけ羅列的に実習が行なわれ，幅広すぎる教育内容となった．そのために，「技術・家庭

科」 成立の際に， 大幅に整理されるところとなった， その整理は， 産業構造の現実にあわせて， 分

野のみ限定されるという方法で， 行われた， このような再編成を批判し， 産業教育が持っていた問

題点を克服する方向で， 生産技術を教育の中に正しく位置づける努力をしてきた産教連は， 家庭内

労働を生産技術の原則でとらえなおすことを追求してきている． 海後氏のアプローチと丁度逆方向

をむいて……，

　

女子にとっての本来的なあり方としての「職業教育」 をさきにのべたように規定する一方， 日本

的な現実を踏まえて， 家庭責任を全うする女子を念頭におきながら， 山本氏はさらに家庭と職業と

の分野上の両立をはかることを主張した， 教育課程の上での両立の形態は， 次のような山本氏の

発言から汲みとることができる． 職業２時間対家庭科１時間という開設では， 行きすぎであり， 職

業１対家庭科２を順当 であると指摘しているものである（５）． 男子はＳｏｃｉａＩ

　

Ｖｏｃａｔｉｏｎ， 女子は

ＤｏｍｅｓｔｉｃＶｏｃａｔｉｏｎを学ぶべきであるから，女子にとってその意味で職業領域を学ぶ必要がある，と

いう指摘をする一方， 家庭科には， 仕事以外の原理が含まれていることを主張し， 職業と家庭とそ

れぞれの相違点を明らかにしつつ，男子が家庭領域について学ぶ必要性を説いている
（６）
．家事・裁縫

を主要な教育内容とすることを主張する保守的な傾向に対する牽制を行う一方， 単にＤｏｎｌｅｓｔｉｃ

Ｖｏｃａｔｉｏｎだけが家庭科の目標ではなく，社会認識，自然認識も含めて家庭科の内容であることを主

張して「家庭領域」 の重要性を説いたのであった． このような「職業」 と「家庭」 の連関に対する
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解釈は， 山本氏のみではなく， 当時の文部省の他の担当官も主張しているとこ
ろである（７），

　

男子は主に農工商の職業領域を学び， 女子は主に家庭領域を学ぶことが職業教育であるというこ

の考えは， Ｃ・１・Ｅの指導を日本的に合致させたものであり， アメリカ
並みの生産力水準に達し

た晩には， まさにアメリカ的な形での「職業教育」 の実現へと導かれる可能性もまた潜在的に
意識

されていたのであるまいか．

　

このような複雑な二つの教科の連関を可能とさせた理論的枠組として見逃せないのは， 新生日本

の教育改革の基本構想であった．「民主的家庭づくり」「すべての国民に職業教育を」
「男女平等を貫

く教育過程」 などの原則が前面におし出されていたことである， 家庭生活の貧困， 農業と家庭内労

働との過重労働，家族制度の桂格，など，アメリカ型家族とは大きく異なる家族や婦人をめぐる現実

は， これを解決できる展望を示すことのできる教育課程や教育内容が， 客観的には要求されていた

ことを示していた， この要求を家庭領域の中に盛りこまざるを
．えなく， 単なる家庭内の技能教科と

して終らせない， という努力へとむかったと思われる。

　

基本的には男子に対し， 農工商などの職業教育を与え， 女子には家庭領域の教育を前提としなが

ら，双方の領域についての「理解」ができるようにという目的で，当時の我国の職業群に対
応させ，

それを羅列した教育内容を編成した，「家庭の理解をもつ職業を主とする男子，職
業に理解をもち家

庭の建設を目標とする女子（能率的な家務の処理による新しい家庭の型とも言うべき姿をうちたて

そこから職業につくす時間を女子ももち得る様に） を教育する一つの重大な科目と考えるべきであ

る」（８｝｛９｝という指摘が， 如実にそれを示している，

　

このような教科編成の原則は，小学校家庭科においても当初志向されており，
’４７年の指導要領に

示されているように男女別教育を念頭において構想されていた． が， 教育の場では， 逆に男女別教

育が不可能となった｛１０）．このようにして定着した小学校での男女共
修が， 中学校の教育内容や編成

への一つの圧力となっていたであろう．

　

「男子には職業を主に， 家庭を理解させ， 女子には家庭を主に， 職業を理解させる」 という教育

課程の編成上の原則は，
’６１年の「技術・家庭科」の実施までひきつがれていくこととなった，そし

て「技術・家庭科（女子向き）」の教育内容のなかに，この理念は生かされてゆき，現在に到るまで，

脈々と流れつづけているのである， 男子むきでは， 家庭の理解の部分は削
除されるから， 女子むき

に限って言及できる，

　

女子にとって必要な「職業」 の内容を具体的にみよう． この場合， 現実の職業（産業）の地域的

分布（偏在）を．考慮したために， 農業地域， 商業地域， 工業地
域などによって異った教育内容とし

た職業領域に影響された， 農村では， 将来， 農業に従事することが前提とされ， 漁
村では漁業を，

都市では商工業を念頭において編成された男子の職業領域の教育にわずかに影響をうけたのであ

る． わずかにとのべたのは， 家庭領域は， 職業領域と異って， 農
村むき， 都市むきのちがいにかか

わらず， 内容的には殆どかわらなかったからである．

　

’５１年から’５９年にわたって行なわれた国立教育研究所の「教育課程実態調査」によると， 太田満

恵氏によって指摘されているいわば「男女同一内容教育」の可能性
｛＝｝は，余り実現していない．男

女が全く共通した内容で教えられているケースは５％に過ぎない，と報告されている．大多数（８０％）

は男女コース型をとっていた． しかも第２表に示したように， 男子教材に多く採用されるしごとの

分野４ま， 女子にとっても少なくないパーセンテージを占めているのに対し， 女子教材として多く採

用されるしごとの分野は男子の履習が著しく少いことに気がつく，「栽培」は男子８１，０％対女子１０．

９％対共通８．０％であり，「飼育」は夫 ８々０．０対４．４対１５．６，「機械操作」は８７，０対１３．０， などに対

し，「手技」 は０．１対９６．５対８．４，「調理」 は７．１対７８．６対１４．３，「衛生・保育」 は８．１対７９．０対
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第２表

　

職業・家庭科の教育課程計画の実態－１２分野での計画－

項

　　　

目 農

　　

村

　　

地

　　

域 都

　　

市

　　

地

　　

域 計

しごと名 単 元 数 男 女 共

　

通 男 女 共

　

通 男 女 共

　

通

栽

　　

培

飼

　　

育

漁

食品加工

　

（手技）

　

（エ作）

機械操作

製

　　

図

文書事務

経営記帳

計

　　

算

調

　　

理

衛生保育

１３７

４５

７

７１

１１７

４３

４６

４９

２７

５９

１５

８４

８６

５４．ｏ
％

４８．９

２６．８

０・ｌ

２７．９

４３．５

１６，３

２９．６

３５，６

３３，３

４．８

４．７

６．５
％

２．２

２１．１

４７．４

２．３

８．７

２８．６

１１．ｌ

１６，９

２０．Ｏ

５０，Ｏ

４１．９

１．５
％

６．７

２．８

０

４．７

０

０

０

０

０

２．４

５，８

２７．ｏ
％

３１，１

２６，８

０

６０，５

４３．５

３２，７

２９．６

３５．６

４０．Ｏ

２．４

３．５

４，４
％

２，２

１８．３

４９，Ｉ

０

４．３

２０．４

２２，２

８，５

０

２８．６

３７．２

６．６
％

８．９

１８．３

３，４

４．７

０

２．Ｏ

７，４

３．４

６，７

１１．９

７，０

８１．０
％

８０，Ｏ

５５，Ｏ

０．ｌ

８８，４

８７，Ｏ

４９，Ｏ

５９，３

７１．２

７３．３

７．Ｉ

８，Ｉ

１０，９
％

　

４．４

　

３８．Ｏ

　

９６，５

　

２．３

　

１３，Ｏ

　

４９．Ｏ

　

３３，３

　

２５．４

※２０，Ｏ

７８，６

７９，Ｏ

８，０
％

１５，６

７，０

３．４

９，３

０

２，Ｏ

７．４

３．４

６．７

１４，３

１２．８

　

※国立教育研究所「全国小中学校教育深校実態調査」（第二次報告）第６分冊より作成

　

☆の数字は同誌では０となっていたミスプリントであること明らかなので訂正した。

１２．８などである． 男子にとって（職業領域にとって）家庭領域の及ぼした影響よりも， 女子にとっ
て， 職業領域の果たした役割の大きさがこの数字からも類推できるものである． とくに女子と男子

のパーセンテージが近いものは，１２分野のうち「製図」「文書事務」「経営記帳」「食品加工」があげ

られ， 当時の女子の就労産業とのかかわりを如実に示している， 家庭領域と卒業後の進路として想

定した第３次産業を念頭において編成した女子の職業分野は，「家庭責任を全うし，職業領域を理解

する」 という枠をすでに超えている． このことは， 女子に対する職業（産業）教育の要求に応えた

ものであることが分かる．

　

一方，「実生活に役立つしごと」によって「しごと」 を分類した’５１年指導要領が形成されてい

た一時期に，「女子のしごと」について， さきにのべた職業（労働）の場での職業教育に応えたのと

は対象的に，あくまでも家庭内のしごとに限定しようとする意見があった，女子のしごとは，「……

家庭的職業を意味するものであるから， 栽培といっても本来的なものを意味しない． ……菜園庭園

の栽培程度でよい． 飼育も鶏２， ３羽， 山羊一匹の程度でよい． ……これらの家庭的職業も裁縫，
調理のような家庭的仕事も同様に啓発的経験となる」（１２）という指摘がそれである．これは， 職業生

活と家庭生活の二分化の認識のうえにさらに職業生活分野にあらわれる仕事を， 家庭生活にとって

有用なしごとに限定して， それを教育対象とすべきである， という主張であった， 職業分野の体系

から見れば， それはまさしく 「家庭科」 的歪曲ともいいうるが， 家庭分野を主とし， 職業分野を従

とするかぎり， 著しく時間数の少ない職業領域の教育内容の的をしぼる作業は， 焦眉の課題であっ
た．いわゆる「精選」の観点の一つとして， この主張は見逃すことのできない理論である，「職業・

家庭科」 の基本的性格を理解しようとする時， この理論は， 混乱をひきおこす議論にみえながら，
「技術・家庭科」 の成立に際して， 女子にとっての職業（技術）分野の教育内容の低水準を定めて

いくことになる， 極めて重要な主張である， 職業教育の教育内容が極めて低水準の技術教育であっ
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た｛１３｝ということに規定されながら， 更にそれを上まわわる無内容， 低水準を結果する．

　

最後に，女子に「生産技術教育」を男子に「家庭経営能力
をつけさせる教育」を，という前提で，

男女ともに職業分野， 家庭分野の教育を必要とする主張が存在したこ
とに触れねばならない． 女子

に対する生産技術教育を主張したのは， 主に， 技術教育， 産業教育にたずさわる人々や教育学
者が

多かった，典型的な主張は， 中央産業教育審
議会の第一次建議である（１４｝．（

’５３年３月９日「中学校

職業，家庭科の改善について」）男女の同権，平等を真剣に追求しており， 勤労の権利，義務を遂
行

するためには， 男女ともに生産技術教育を与えねばならない， という
ものである． 婦人労働者の増

加，女子に対する大学教育の門戸解放などの背景をもっ
て，この思想は，漸次国民のなかに浸透し，

定着していくものであった． これまでの男子の独壇場とし
ていた分野への女子の進出ともいえる現

象である，

　

’５１年指導要領では，「家庭生活・職業生活に関する社会的経済的な
知識・理解」，

’５７年指導要領

では６群に分類された分野は， 主に男女共通に学んだ部分が多かった，
「わが国の産業分類」「資格

を必要とする職業」「労働法」など，職業についてのインフォメーションを与え， それに
よって将来

の「しごと」 を選びやすくするという意図で設けられた， いわゆる職業指導の分野がそれである，

その内容は，社会科と教科外活動としての進路指導で充足で
きるとして，「技術・家庭科」時代には

整理されていく． しかし， 女子生徒の現実に
立脚して， この分野をみなおすと， 社会科と進路指導

で充足しきれたとはいえない， この期の教科書をみると， 労
働法規のなかで， とくに女子の保護を

重点的に紹介した例（１５）や，婦人の就業状態などをとりわけ紹介し
た例｛１６）がある，本来的には，それ

は社会科の内容に属しているのであろうが， 婦人問題の所在を射程に入れた社会科は少なく， こ
の

分野の 「割愛」 によって， 教育内容編成上大きな穴があげられたことは
事実である． 社会現象の諸

法則の認識教育のなかに， 婦人問題の所在にたち入った教育内容は，
独自の教科とするかしないか

は別問題として教育されねばならぬ内容であることを強調したい．

　

さきの男女平等の教育思想は， 車の両輪のように， 男子にも家庭生活を営む
力をつける家庭科の

学習も男女ともになされるべきである，という原則をももっていた．しかしこの
原則は，婦人問題，

女子差別の科学的認識の未発達に規定されて，「技術」を女子も学ぶことと比べて，なかなか浸透し

なかった｛１７｝．さらに， 家庭領域の教科構
成上の問題とからみ合って， 内容的にも制度的にも容易に

前進することができず，
’５１年学習指導要領，

’５７年指導要領でも， 男子の家庭領域は漸減させられ

てゆき，「技術・家庭科」に到っては， 家庭領域については，男子
生徒から学ぶ機会を奪ってしまっ

た， 産業教育の男女平等履習を主張し，
現在の「技術・家庭科」 の技術分野の教育内容の男女差を

告発してきている産業教育分野の教育研究者たちのなかにおいてすら，「家庭科」の男子学習に対し

ては疑問を持つ人が多い｛１８），このような実情では， 家庭領域の
教科構成の矛盾を克服していく努力

がいっそう必要とされているといわねばならない．

　

職業領域， 家庭領域の関連を考察して， 戦後教育史の展開過程
すなわち， 戦後教育を精力的に指

導した対日占領軍の教育政策の影響を強くうけてきたプロセスと民主教育の実現を目ざす努力の足

跡が明確となった， だが， 日本の家庭をめぐる現実は，
「職業教育の民主化」「民主的家庭科への再

生」 を受けとめる基盤が余りにもとぼしく， 教育の反動化の時代までの短かい間に， 芽
生えた芽を

十分に伸ばしきることができなかった．

　

当時の婦人たちは， 農業を中心とする第一次産業において， 家族従事者として
働きつつ家庭責任

を全うするといった生活状態がもっとも典型的であった．しかも農業従事の
際の生産技術に関してみ

れば， 農業経営の主体的経営者としてではなく， 補助的な労
働に従事することが多く． しかも労働

内容は主に手作業であった． そのために， 農業経営者などからの
指揮監督を念頭に入れることがで
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き， 必要な農業技術は伝承的に伝えられていた． このような実情では， 農業に関する 「職業教育」

は， 女子にとっては， 義務教育の段階で， 国民の実生活上からは期待されていなかった． 又， 賃金

労働者としての労働態様は増えつつあったが， 労働分野は単純不熟練労働分野が多く結婚迄の未婚

労働者が標準的であった， それゆえ， 現実的な就業状態からは， きびしく職業教育が期待されてい

るとはいえなかった，

　

このような歴史的条件は， 家庭領域にも， 重くのしかかっていた． 農村を中心として， 女子に対

しては主婦準備教育の要求は大きく， 家事・裁縫教育の充実が要請されていた． 戦後初期の「民主

的家庭づくり」 の教育目標は， 家族関係の民主化を中心的な課題としたため， 家庭内労働の技術の

教育とは一定の距離があった，そのために，「民主的家庭づくり」を道徳主義的な心がまえ教育とし

て位置づけ， 家事・裁縫の技術は従来通り独立した分野として教えることができる， と考えた数多

くの教師たちが存したことは想像に難くない． その点， 教育内容の構造そのものを大きく変更せざ

るをえなかった社会科とは全く異る，社会科と比べても大きな課題をかかえていた「職業・家庭科」

が， 職業教育， 家庭科教育の持つ矛盾を発展的な方向で解決されたのではなかった， 産業界の要請

にみあう部分のみがとり出され，教科として再編成され，「職業・家庭科」のかかえていた諸問題を

より一層， 深刻な矛盾とさせた「技術・家庭科」 のなかにそれが凝集されてきたのである．

当時の家庭領域が独自にもっていた諸問題

　

職業領域と家庭領域の関連に関する分析を通じて，逆に家庭領域 が独自 にもつ問題点があり，
両者の関係に影を落としていることが明らかになった． その点の考察が続いて必要とされる，

　

家庭領域の問題点の第一は，「民主的家庭づくり」という教育目標そのものである，「家庭づくり」

を目標にかかげて， 家庭生活という社会生活上の一つの領域をそのまま教科としなければならな

かった背景と実態にまさしく問題が存する． 裁縫・家事を教えていた教師たちに教育活動の場を確

保せねばならず， 家事・裁縫以外に教育目標を持たねばならないというせっぱつまった状況におか

れていた，すなわち，理論的には，旧い家族制度を残存させておかねばならぬとする勢力の圧力と，
対日占領軍， 民主教育をすすめる教育界の男女平等とＶｏｃａｔｉｏｎａｌｅｄｕｃａｔｉｏｎの要求を眼前にしての

複雑な背景であった， 占領政策を遂行したアメリカの家庭生活との比較検討を行なうに及び， 婦人

の地位の低さ， 家庭生活の貧困に， 家庭科の指導者たちは気がついていった， そのこと自身が， い

わゆる社会問題化されていないという歴史的未成熟の状況にあって，「民主的家庭づくり」を登場さ

せたのであった． 教育現場におかれた数多くの教師たちは， この目標を岨嚇しきれず， 職業領域の

教育研究者たちに， ぬきがたい不信感を植えつけた， この新しい教科の教育内容の「伝達」 は今日

のような情報量と比べると，はるかに乏しいものであった，「技術・家庭科」を成立させた際のいわ

ゆる講習は， 全教師を射程に入れており， 中央で講習を受けた者が， 地方でも「伝達」 できうるよ

うに十分にその機会が設けられていた． それに比して， 戦後初期の教育研究は， 新教育体制が， 家

庭科の場合，２～３年遅れて本格的にはじまり， しかも，「講習」は， 教員養成大学の教員を中心と

して， 東京周辺で主に開催されており， 浸透度の違いは大きい，

　

又，「民主的家庭づくり」という目標自身が，家族制度イデオロギーとアメリカ型家庭観を基盤と

したイデオロギーの歴史的な桔抗の上に形成されたため， その時， その時の為政者のイデオロギー

に影響されるという性格から脱しきれず， 常に新たなイデオロギーと向き合って展開せざるをえな

かった， 家族制度イデオロギーから「民主的家庭づくり」イデオロギーへの変化のなかで， 家族を
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いかなる存在として把握するかという社会科学上の理論的ベースが当然にもそこには存在する， そ

の大きな枠組が家族は国家形成の一つの単位であるというといいことであった（１９｝．

　

ここで言う国家とは， 新生日本の新憲法を推進する国家であるから， 天皇制軍国主義のもとの戦

前の国家とは性格を大きく異にしていた． 国家の形成者としての家族という理論は， 国家体制の変

化にともない家族の果たすべき役割りも変化せざるをえず， 個人の尊厳，国民主権との関連で大き

な矛盾をもつ立論であった， 実際， 国家独占資本が， 労働力政策として労働者の労働強化を強める

とき， 労働強化にも耐えうる労働者の生活を支える家庭としての「憩いの場」 を強調されれば， そ

れを受けとめてきた，又，主婦の労働者化を労働力政策として要求されれば，「生活の合理化と婦人

の能力再開発」 を受けとめるいわゆる「マイホーム家族」 づくりに迎合してきた． このような国家

政策順応型の家庭科教科づくりは， 既に批判されているところである，
個別家族の内部構造にかかわってのべられたのは，家族の役割は，「人間のエネルギーの再生産の

機能」｛２０）をもつことであった．個別家族という小集団は， 衣食住を完備して， 人間のエネルギーを

再生産できるちからを培かうところという理解である． 国家の－単位としての家族の存在と， 小集

団としての家族がエネルギーの再生産を行なうことを前提にして， 家族認識がなされたのである．

　

小学校家庭科では， この枠組のなかで， 前報
２１｝でふれたように， 家族の機能をより科学的に把握

しようとし， 個人の尊厳を全面にうち立て， 人間の再生産の場としての生活を営む力を子どもたち

の発達にそくしてつけようとしたものであった，
’５１年指導要領から’５８年指導要領への変化のなか

でも， 小学校は中学校と比較して「あまり変わらなかったといえることができましょう」
（２２）といわ

れている．教科の到達度を示す用語として「考える」「つとめる」といった表現に変わったり， 指導

内容の細目にいたるまで細かく書かれてあったりなど， 文部省の指導をなぞらえねばならぬという

印象を与えることなどをのぞいては，全体的な体系としては，
’５６年指導要領の内容を踏襲している

といえるであろう．

　

家族を科学的に把握しようとする時， 社会科学の成果が反映できる可能性は存在する， その時に

は， 家族が国家の一形成単位であるという枠そのものと， 科学的にとらえた家族論と厳しく対立す

る， 又男女平等， 個人の尊厳を家族のなかで追求するとき， 家族という小集団のなかで十分にそれ

が解決されず， 家族をとりまく社会の問題をも解決せねばならぬ課題として， もち込まざるをえ

なくなる， 個別家族のなかで， 人間らしい生活を営む生活内容を追求すれば， 個別家族をかかえ込

んでいる諾々の問題とも直面し，「人間のエネルギーの再生産」という規定と対立してゆく可能性を

もつ， しかしながら， さきにふれたような家族理論を強力におしすすめればおしすすめるほど， 科

学的な把握が困難となり， イデオロギー性により一層組みこまれていく運命にあることを， 前報で

は，「民主的家庭づくり」の積極的評価に注意を払いすぎたあまり，正しく位置づけられていないこ

とを指摘しておきたい．

　

第二に指摘しなければならないのは， イデオロギー的性格とメタルの表裏である「家庭」 領域を

教科として設定したことである． 今日までの家庭科の研究教育活動は， 国民的な要求として， 家庭

領域を設定した意義を今日的に確認してきている． 戦後教育改革時点での家族や婦人の問題をとり

わけ解決せねばならぬ課題としてとりあげた意義を積極的に評価しながら， そこで出された課題の

多くは， 今なお続く課題であることを再確認している， さらに、 戦後の国家独占資本による家族政

策によって，「家庭破壊」といわれるような家族をめくる歪みが大きくなってきていることを位置づ

けなおし， 家庭領域を教科として設定しつづける意義を新たに問いなおしている， それを「いのち

とくらしを守る」（２３｝という概念を用いていいあらわしている．

　

この領域設定教科の性格のために， 今日に到るまで， 教科の性格をめぐる議論が数多い， という
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「職業・家庭科」 から「技術・家庭科（女子向き）」へと継承された諸問題

のは， 家庭という領域に立ちあらわれる自然科学， 社会科学， 技術， 芸術， 保健・体育など， 言語

や数学教育の一部をのぞいて， 現存するすべての教科の内容と密接不可分に関連しあい， そのため

に， 教科の独自性が問われることとなったのである， 家庭科の教科としての基本的な性格を追求し

てきた現在最もすぐれた教科論として，「科学である」
（２４｝「技術である」（２５）「総合である」（２６）という

一つの潮流をあげることができる， 領域設定教科として， 国民の要求に支えられて発展していく教

科として， 把握すると，そのそれぞれの教科論から次のことを学びとることができる．１）， 家族や

家庭生活のなかにある社会現象の法則性を子どもたちに教育したり（この中には婦人問題も含まれ

よう）， 家庭生活をいとなむときに必要な自然現象の法則性を教育することは，科学の系列に位置づ

けられる， 又， ２）， 家庭内労働を営む技術の教育は， 根源的にみれば， 社会的労働の一つの特殊私

的形態であるから，技術教育の原則を家庭内労働教育の原則にも採用することができる，この点は，
マカレンコが「愛と規律の家庭教育」で指摘したような家庭教育がなされれば，この部分の教育は，
学校教育として必要がなくなるだろう， だが， 今日の家庭生活の現実と照らし合わせるとき， 家庭

内労働をいとなむ技術の教育はきわめて重要な位置づけをもつのではなかろうか（２７｝．３），科学，技

術そして他の分野も含めて， 家庭生活にあらわれる諸々の諸事象のうち教育されるべき対象を選び

ぬきそれを教育することを「総合」 という概念は含んでいる， その点を正しく受けとめねばならな
し、，

　

教科の基本的性格をめぐる議論ですら，このような年月を必要としてきたほどの困難性をこの「領

域」 設定教科はもちつづけ， そのための教育実践の研究も他教科に比しておくれをとっている． 戦

後になってはじめて試みられた領域教科であったという歴史の短かさにも関連しよう…，

　

第三に指摘しなければならないのは， 第１にふれたイデオロギーの一部についてなのだが， とり

わけ強調する意味で触れておきたい， それは女子と 「家庭」「職業」の連関である，「女子は家庭生

活を中心的に営む存在」という規定をして， その女子に特に家庭生活に関連する技術を教育するこ

とを教育体系に盛りこむにあたっては， 家族の構造の認識と家庭内労働についての方向性を教育の
なかでいかに位置づけるか， について一定の回答を持たねばならない， 教育哲学にまで遡って， 現

状記述的に教育するか， 理想にむかって教育するのかといった答えが要求されよう， しかし， この
領域を設定した時点では，将来の歴史的な理想としてアメリカ型家族を照準にあてたのであるから，
この議論には解答が既に与えられている，しかし，「技術・家庭科」の進行のプロセスでは現状肯定

というよりむしろ，イデオロギー的に「女子の性別役割論」を押しつけてきている．かつて，「職業・

家庭科」 時代には， わずかに存在した職業領域を足がかりにして， 家庭を見る眼とは異なった観点

で， 生産技術の能力をより充分につけてゆくことを， 子どもたち自身の主体的な要求とする可能性

は残存していたのだが……，

　

しかし，
’８０年代から開始される「技術・家庭科」の新課程においては， 女子にとっても技術教育

部分の履習が可能となり，「相互乗入れ」方式を採用し，家庭領域，技術領域の実践がすすんでおり，
展望は必ずしも暗くないことをのべておこう．

お わ

　

り に

以上の考察から次のようなことが明らかになった，
１）

　

技術革新時代へ移行してゆくとき， 産業界からの婦人労働者の労働能力の開発は更に要請さ

れ， 女子に対する生産技術教育の必要性は完全に否定しきることはなく， なんらかの形で， 女子の
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生産技術教育を教育内容の中に入れこまざるをえなくなった，「技術・家庭科」の女子向き内容のな

かにも表むきは， それに対応した内容は盛りこまれたが， 内容はきわめて乏しかっ
た． それは労働

力政策としての家庭づくりと密接にからみ合っていたためである，

２） 「職業・家庭科」形成時点では，家庭領域の教育者たちの多くは，女子生徒への職業教育（
生

産技術教育）の男女平等履習を主張することができなかった， そのことが， 産業界の要請を強力に

おしすすめた 「技術・家庭科」 成立の際，「技術・家庭科」 の男女別修荊，「技術・家庭科（女子向

き）」 の技術領域の低内容を形づくる一つの基盤として利用された．

３）

　

「民主的家庭づくり」 が， 戦後家庭科の教育目標とされながら，「女子は家庭を守る」 とい

う現状と理想的家族形態をアメリカの家族を照準にあてたがために，′教育の男女平等を教育課程の

なかに充分に実現できえなかった，教育の反動化の期にあたり，男子の職
業教育（生産技術教育），

女子の家庭科教育という枠を固定化せざるをえなかった，

４）

　

家庭領域の体系自体のなかからは， 職業教育（生産技術教育）の要求をもたないという歴史

的事実は，「民主的家庭づくり」の限界を逆に明らかにした，それは， 家族という小集団の
国家形成

機能と， 家族集団の内部的機能としてのエネルギーの再生産機能という機能論であっ
た． そしてこ

の家族機能論は現状肯定的イデオロギーと化し， 家庭科を縛りつけるプロセスをたどらせた，

５）

　

家庭と職業が「・」で結びあわされた教科形成の過程のなかで，「家庭科」は独自の領域を常

に主張しつづけ， その独自の領域は， 常に政策的意図によって変転を遂げなければならぬ状況にお

かれてきている，その一つの原因としては，「家庭科」存立の
際のイデオロギーであり，さらにその

イデオロギー性に支えられた「家庭」 領域を教科としたという基本的性格によってであった，

６）

　

家庭科は， 家庭領域にたちあらわれるすべてのことがらを受けとめるのでは
あるが， 教育活

動においては，「家族」の現実を社会科学的にとらえ，そのなかから教育対象とす
べきものを精選し

てゆくというきわめて高度なプロセスが必要とされる， きわめて「高度」 とのべたのは， 教科でい

えば， あらゆる教科にまたがるということと， 現実をいかに把握し， 子どもの発達をいかにとら
え

るか， という認識活動は容易なことではなく， その困難性を克服してはじめて， 子
どもの発達を保

障する教育内容となりうるからである． 高度な教育活動を可能とさせる家庭科の教育
内容の自主的

展開が今日ほど明白に要請されている時はない， と思われるのである．

付

　

記

　

論文作成にあたり， 本学の清野きみ教授のご指導を頂いたことについて感謝したい，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〈注〉

（１） 清原道寿「技術・家庭科の性格・目標」

　

技術教育’５９年１２月号から’６０年８月号に連載

（２） 文部省初等教育局「中学校における職業・家庭科について」

　

’４９年５月

（３） 山本キク「職業家庭科の反省」８０頁

　

職業指導協会

　

日本職業指導協会編

　

職業・家庭科の新方向

　

実業之

　

日本社

　

’５３年

（４） 海後宗臣「何故家庭学習が職業学習と結びあうか」

　

１３頁 家庭科教育

　

２８年２月号

（５） 山本キク「最近家庭科の動向」

　

３頁 家庭科教育

　

２４年７月号

（６） 山本キク「家庭科と職業科」

　

家庭科教育

　

’４９年１１月号で次のように指摘している．「…仕事すなわち家

　

庭生活のすべてではない，家庭生活の一部が仕事なのである，家庭生活において睡眠やしクレイションは大切な

　

役割を演じているが，それは仕事ではない筈である．家庭生活に起る出生も結婚も仕事ではない．……そこで家

　

庭科の内容には仕事を伴わない理解もあるわけである，また調理などは栄養・食品・献立・経済などの理解から

　

進めなければならない，従ってこの場合は理解から仕事への行き方であって，職業科のようにいつでも仕事から

　

理解へとは限らない．」（４頁）
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「職業・家庭科」から「技術・家庭科（女子向き）」 へと継承された諸問題

（７） 『職業指導』

　

’５７年８月号掲載座談会「職業家庭科の一般教養としての理念の確立について」において，大

　

埜氏は「…プレボケーショナルバリューというのは男女の差を前提としているわけではありますが……」 とのべ

　

ている，『家庭科教育』

　

’４９年１１月号で，重松伊八郎氏は，「アメリカで，ボケーションというとき，家庭婦人

　

が家事にいそしむことを彼女のポケーションといって少しも矛盾を感じないから， ホームメーキングが一部あっ

　

ても差支えない」とのべている，
（８） 野上象子

　

「職業・家庭科の見解」

　

８頁 家庭科教育

　

１５０年５月号
（９） 同じく，山本キク氏は『家庭科学』

　

’５３年，１号の「家庭科の現状と動向」３６頁で，次のようにのべている，

　　

「…女子は家庭に重点を置き，最少必要程度の職業を，男子は職業に重点を置き，最少必要程度の家庭を学習さ

　

せるように方向づけられるのであるド…・女子に職業， 男子に家庭の理解を持たせることは， 民主的家庭， 社会

　

を形成するには重要なことである」
（１０） 重松伊八郎氏は，『家庭科教育』

　

’４９年９月号で「そもそも文部省試案は， 男子にはボタンをつけたり， ほ

　

ころびを縫ったりの程度に止め，本格的に運針を指導させるつもりはなかったのです，ただ男女別学でやっている

　

と二本建ての指導になって面倒なものですから， それに子供も『ナニ， ぼくらだって出来らい』というわけで負

　

けずに運針を競っているのを文部省として制止する意志もありません」と発言している，
（１１） 太田満恵「第７節

　

家庭科教育」１６３頁

　

現代中学校教育体系４

　

教材・教具 明治図書

　

１６５年，で，
’５１年

　

学習指導要領について触れ，「女子はほとんどＤコースを学校選択としてとることになってしまったが，しかし，

　

女子がＡ， Ｂ， Ｃコースのどれをとってもよい道が開かれていた」 と指摘している，
（１２） 山本キク「職業・家庭科（女子）の行Ｇ金」

　

６頁 家庭科教育

　

’５０年３月号
（１３） さきの国教研の調査でも，この点が具体的に指摘されている，「技術的な組織や体系を無視して平面的羅列的

　

にとり上げられた」と清原氏は『中学校技術・家庭科の新教育課程』（’５８年

　

国土社

　

６２頁）で指摘しており，

　

その他， 城戸幡太郎氏， 長谷川淳氏らによっても同様に指摘されている，
（１４） 同じような主張は数多いが，日本教育学会政策特別委員会科学技術教育小委員会が提出した「科学技術教育

　

についての意見書」（’５８年１１月）でも触れられていることが特筆できる．
（１５） 教育図書

　

昭和３１年発行

　

女子向教科書「中学職業・家庭（女子同）」３年
（１６） 実教出版

　

昭和２７年版教科書「家庭科」１年
（１７） その困難な状況を植村千枝氏は次のようにのべている．「…かんじんの家庭科教師は，伝統的女子教育の『家

　

事・裁縫』もしくは『家庭科』を学んでいるので，その価値の転換は困難である，『民主的家庭』に賛成な男性教

　

師も， 家事処理技能についてはオフリミットで，一般教育として見直す姿勢は示さない，理くつは理くっで実際

　

はその方が都合がよいという気持がありはしないだろうか」（産教連編『技術家庭科教育の創造』

　

１６０頁

　

国土

　

社

　

１９６８年）

（１８） 佐々木亨「技術・家庭科の男女差別に反対しよう（１）及び（２）」

　

技術教育

　

’６９年６，７月号で，家庭科教育の

　

男子に対する履習への消極論のアウトラインが紹介さている，
（１９） 山本キク氏は，「…生活のすべてが経済につながり，消費のしかたが国の経済を動かす潜勢となりさらに各家

　

庭の貯蓄が労働とともに国の産業に寄与することを念頭においている，また育児が次代国民の育成として重要な

　

面をもっていることも考え方の根底をなしている」とのべている，（「改訂職・家における第５群の学習方法につ

　

いて」

　

職業指導

　

’５７年６月号）
（２０） 山本キク

　

前掲論文では，「…私どもの身心を支え健康にして，労働力を毎日しっかり再生産していくという

　

非常に根本的な基礎的な生活の問題と存じます」とのべている．
（２１） 拙稿「戦後家庭科の展開過程」

　

北海道教育大学紀要（第一部Ｃ）第２９巻第１号

　

’７８年
（２２） 文部省「新しい教育課程」１０７頁

　

’５８年
（２３）

　

日教組教育課程検討委員会や家庭科教育者連盟などがこの点を理論化しており，京都府の教育実践が，戦後

　

教育改革時点にさかのぼって， 家庭科の存立基盤を明らかにしている，
（２４） 村田泰彦氏を中心とする研究者たちがこの点を指摘している． 村田泰彦『家庭科教育の理論』

　

青木叢書

　

工９７８年． 村田泰彦編『家庭科教育の基礎理論』

　

法規文化出版社

　

’７７年

　

参照
（２５） 産教連を中心とする研究教育活動がこの点を主張している，岡邦雄，向山玉雄『男女共通の技術，家庭科教
育』，明治図書

　

岡邦雄『技術・家庭科授業入門』

　

明治図書

　

参照．
（２６） 教員養成大学学部教官研究集会の議論では，この点が主張されている．清野きみ「家庭生活と家庭科教育の
関連」

　

家庭科教育の研究

　

教員養成大学学部教官研究集会

　

家庭科教育部会

　

学芸図書

　

’７８年参照．
（２７） 真下弘征「家庭科教育の内容と方法の探究」

　

秋田大学教育学部研究紀要

　

教育科学第２７集

　

’７７年，

（本学講師・函館分校）

１６５


